
桜井税務署

桜井税務署では、確定申告の申告相談は、桜井市商工会館で行います。
―桜井税務署内には、確定申告会場を開設しておりません。―

 確定申告会場での相談を希望される方は、「国税庁LINE公式アカウント」からオンライン事前予約の手続

をお願いします。

問合せ先

桜井税務署

電話番号 0744-42-3501（代表）

※自動音声によりご案内しています。

会場
桜井市商工会館3階

桜井市大字川合260-2
地図

最寄りの

交通機関
JR桜井線・近鉄大阪線「桜井駅」から徒歩5分

開設期間
令和8年2月16日（月）から3月16日（月）

（土・日・祝日除く）

 当日受付も行っておりますが、当日の相談枠に限りがありますので、ぜひ、オンライン事前予約をご利用

ください。

相談受付時間

8時30分から16時00分（相談開始は9時から）

※入場整理券の配付状況により早めに相談受付

を終了する場合があります。

閉庁日対応 土・日・祝日は開設しておりません。

留意事項

・原則、ご自身のスマホによる作成となりますので、

スマホとマイナンバーカード（2種類の暗証番号：①

数字4桁【利用者証明用】と②英数字6～16文字【署名

用】）をご持参ください。

・当会場では、納税はできません。納税につきまして

は、キャッシュレス納付をご利用ください。

・駐車場は狭く大変混雑しますので、電車、バス等の

公共の交通機関をご利用ください。

【令和8年2月13日（金）以前に税務署での相談を希望される方へ】

令和7年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和8年2月16日（月）からです。

還付申告書は令和8年2月13日（金）以前でも提出できます。

令和6年分以前の申告等について、税務署での相談を希望される方は事前予約が必要です（当日受付は

行っていません。）。

事前予約は、確定申告会場と同様、LINEによるオンライン事前予約をお願いします。

令和8年2月13日（金）相談分までは電話での事前予約も受け付けておりますが、電話でのお問合せが

多くなっておりますので、ぜひ、オンライン事前予約をご利用ください。



税務署以外の会場
外部申告会場

田原本青垣生涯学習

センター 2階研修

室

磯城郡田原本町阪手233-1

近鉄橿原線

「田原本駅」

徒歩20分

2月4日（水）から

2月5日（木）

10時00分から

15時30分

・当会場は、完全予約制のスマホ

申告会場です。

・給与、年金所得のみ。

・持参物は、スマホ、マイナン

バーカード及び2種類の暗証番号、

確定申告をするのに必要な書類。

【予約受付】

1月19日（月）から1月30日（金）

※土・日・祝日を除く8時30分か

ら17時

0744-42-3503（桜井税務署へご予

約ください。）

会場名 所在地
最寄りの

交通機関
開設期間 開設時間 備考

宇陀市役所 4階大

会議室
宇陀市榛原下井足17-3

近鉄大阪線

「榛原駅」南

口徒歩5分

2月2日（月）
10時00分から

15時30分

・当会場は、完全予約制のスマホ

申告会場です。

・給与、年金所得のみ。

・持参物は、スマホ、マイナン

バーカード及び2種類の暗証番号、

確定申告をするのに必要な書類。

【予約受付】

1月15日（木）から1月30日（金）

※土・日・祝日を除く8時30分か

ら17時

0745-88-0633、0745-88-0712

（いずれかの予約専用ダイヤルよ

り宇陀市役所税務課へご予約くだ

さい。）


